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株式交換の中止に伴う実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りの見込みの解消について 

 

 当社は、平成 21 年３月６日付「株式交換による株式会社ジパングとの完全子会社化に向けた基本合

意に関するお知らせ」中の「５．株式交換による株式会社ジパングとの完全子会社化に向けた基本合意

に関する福岡証券取引所の審査について」に記載しましたとおり、福岡証券取引所より、株式会社ジパ

ングとの株式交換が実施された場合、当社が実質的な存続会社であると認められないと判断し、株式交

換の効力発生日（平成 21 年６月１日）から、新規上場審査に準じた審査を受けるための猶予期間に入

る見込みがある旨を発表されておりました。 

本件について、当社は、本日付の「株式交換による株式会社ジパングの完全子会社化に向けた基本合

意解除等のお知らせ」のとおり、株式会社ジパングとの平成 21 年６月１日を効力発生日とした株式交

換は中止することを決議し、公表いたしました。 

これに伴い、本日、福岡証券取引所より、実質的存続性の喪失に係る猶予期間入りの見込みが解消さ

れた旨を発表されました。 

 

当社は、今後とも株主価値向上のために尽力してまいる所存でありますので、株主様におかれまして

は、引き続きご支援・ご協力を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 
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